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問合せ先　市こども育成グループ　☎ 52-1111（内線 315 ·363）

　消費税率の引上げに際し、国から子育て世帯臨時特例給付金、愛知県から子育て支援減税手当が支給さ
れることから、市では対象者となりうる方（平成26年１月分の児童手当・特例給付を高浜市から受給して
いた方）へ申請書を送付し、７月23日より受付を開始しています。
　まだ申請書を提出していない方は期間内に手続きしてください。また、平成26年１月分の児童手当・
特例給付を高浜市から受給していた方で、申請書が届いていない場合は、連絡してください。
　公務員の方で平成26年１月分の児童手当を受給していた場合は、申請書などの書類は職場から配布さ
れますので、平成26年１月１日時点で住民票のある市区町村へ申請してください。
　平成26年１月2日以降に高浜市へ転入された方は、平成26年１月１日時点で住民票のある市区町村が
申請先となります。
【注意】申請先の市区町村によって申請期間が異なります。詳しくは、平成26年１月１日時点で住民票の
ある市区町村へ問い合わせてください。
≪高浜市の申請期限≫
申請期限　平成27年１月23日（金）　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土・日曜日、祝日、年末年始は除く。）
申請場所　市役所３階こども育成グループ　※郵送による提出も受付

平成27年度 保育園・幼稚園の入園手続がはじまります

問合せ先　市こども育成グループ　☎ 52-1111（内線 362）

子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当
申請書は提出しましたか

保育園

幼稚園

①入園説明会 ②願書受付

保育園名 入園説明会 入園申込書交付 入園申込書受付 注意
吉浜北部

10月２日（木）
予備日／

10月３日（金）

中央公民館
３階大会議室

受付／
　午前9時30分～

説明会／
　午前10時～

10月２日（木）
　　～16日（木）

（日 曜 日・ 祝 日 は
除く。）

※ 各園または　　
市役所こども育
成グループにて
交付

10月９日（木）
　　～16日（木）

※ 各保育園で保育
時間内に受付

―

吉浜 11日（土）午前は運
動会のため不可よしいけ

翼幼保園
（保育園）

11日（土）は運動会
のため終日不可

吉浜さんさん ―

高取
受付／
　午後1時～

説明会／
　午前1時30分～

―

中央 ―

高浜南部 11日（土）午前は運
動会のため不可ひかりこども園

高浜あおぞら ―

※申込書類は、かならず期間中に提出してください。
※都合の悪い方は、市役所こども育成グループで交付・受付（土・日曜日・祝日は除く。）

10月１日（水）
受付／午後2時30分～、説明会／午後2時45分～

10月９日（木）、10日（金）
受付時間／午後2時30分～５時

※①②とも、各幼稚園にて。
※詳しくは、「広報たかはま」9月１日号を確認してください。　
※期間中にかならず提出してください。


